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広　告

畑
地
に
設
置
す
る
、
電
気
柵
等

の
購
入
費
用
を
補
助
し
ま
す

募
　
　
集

申
請
先
・
問
合
せ　

農
業
政
策
課

　

   

０
２
９̶

２
８
８̶

３
１
１
１

　
　
　
　
　
　

  　

（
内
線
２
５
１
）

「
親
と
子
の
ふ
れ
あ
い
の
旅
」

参
加
者
募
集

申
込
先
・
問
合
せ　

町
民
課

　

交
通
・
防
犯
グ
ル
ー
プ

　

   

０
２
９̶

２
８
８̶

３
１
１
１

　
　
　
　
　

  　
　

（
内
線
１
１
２
）

新
築
ま
た
は
増
改
築
し
た
家
屋
の

家
屋
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

お 

知 

ら 

せ

優
良
運
転
者
の
推
薦
に
つ
い
て

問
合
せ　

税
務
課

　

   

０
２
９̶

２
８
８̶

３
１
１
１

　
　
　
　
　
　

  　

（
内
線
１
２
２
）

申
込
先
・
問
合
せ　

福
祉
こ
ど
も
課

　

   

０
２
９̶

３
５
３̶

７
２
６
５

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日

時
点
で
固
定
資
産（
土
地
、
家
屋
、
償

却
資
産
）を
所
有
し
て
い
る
方
が
、そ

の
固
定
資
産
の
価
格
を
基
に
算
定
さ

れ
た
税
額
を
、
固
定
資
産
が
所
在
す

る
市
町
村
に
納
め
る
税
金
で
す
。

　

新
築
、増
改
築
家
屋（
物
置
や
車
庫

含
む
）は
、固
定
資
産
評
価
額
算
定
の

た
め
に
調
査
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

取
り
壊
し
た
家
屋
は
、
年
内
に
取
り

壊
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
課
税
台
帳

か
ら
抹
消
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

新
築
、
増
改
築
、
取
り
壊
し
を
さ
れ

た
方
、
ま
た
は
年
末
ま
で
に
こ
れ
ら

の
予
定
が
あ
る
方
は
、
税
務
課
ま
で

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

有
害
鳥
獣（
イ
ノ
シ
シ
等
）に
よ
る

農
作
物
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
電

気
柵
等
の
購
入
費
用
の
一
部
を
補
助

し
ま
す
。

対
　
象

　

〇
城
里
町
に
居
住
し
、
町
税
等
の

　
　

滞
納
が
な
い
方

　

〇
町
内
の
畑
で
耕
作
を
し
て
い
る

　
　

農
家
お
よ
び
農
業
団
体

補
助
金
額　

電
気
柵
及
び
防
護
柵
等

　

の
資
材
購
入
費
用
の
３
分
の
１
、上

　

限
３
万
円（
予
算
の
範
囲
内
に
限
る
）

補
助
対
象
期
間

　

平
成
28
年
４
月
１
日
以
降
の
購
入

　

伝
票（
領
収
書
）

申
請
方
法

　

農
業
政
策
課
窓
口
ま
た
は
町
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ（h

ttp
://w
w
w
.to
w
n
.

　

sh
iro
sa
to
.lg
.jp

）で
申
請
書
を
入

　

手
し
、
必
要
事
項
を
記
入
し
て
ご

　

提
出
く
だ
さ
い
。

申
請
受
付　

８
月
１
日（
月
）か
ら

　

交
通
安
全
協
会
で
は
、
長
年
に
わ

た
り
無
事
故
・
無
違
反
の「
優
良
運
転

者
」を
表
彰
し
て
い
ま
す
。

表
彰
資
格

　

①
笠
間
地
区
交
通
安
全
協
会
の
会
員

　

②
町
内
に
居
住
し
、
四
輪
車
以
上

　
　

の
免
許
所
持
者

　

③
10
年
間
無
事
故
・
無
違
反

表
彰
手
続
き
に
必
要
な
物

　

運
転
免
許
証
、
印
鑑

申
込
期
限　

８
月
31
日（
水
）

対
　
象　

５
歳
か
ら
中
学
生
ま
で
の

　

お
子
さ
ん
が
い
る
ひ
と
り
親
家
庭

　

の
親
子（
子
ど
も
の
み
の
参
加
は
不

　

可
）

日
　
時　

８
月
28
日（
日
）

　

午
前
６
時
30
分
役
場
本
庁
舎
出
発
、

　

午
後
８
時
役
場
本
庁
舎
到
着
予
定

集
合
場
所　

城
里
町
役
場
本
庁
舎
、

　

桂
支
所
、
七
会
支
所

行
き
先　

東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
シ
ー

参
加
費　

大
人　

２
，５
０
０
円

　
　
　
　

小
人　

１
，５
０
０
円

募
集
人
数

　

40
人（
20
組
程
度
、先
着
順
）

申
込
方
法　

参
加
費
を
添
え
て
、
役

　

場
福
祉
こ
ど
も
課
へ
直
接
お
申
し

　

込
み
く
だ
さ
い
。

※

お
つ
り
の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※

申
し
込
み
は
世
帯
単
位
と
し
、
代

　

理
人（
親
族
に
限
る
）に
よ
る
申
し

　

込
み
の
場
合
は
代
理
人
の
免
許
証

　

か
保
険
証
、
申
込
者
の
保
険
証
の

　

写
し
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

受
付
日
時　

７
月
25
日（
月
）

　

午
前
９
時
か
ら

※

電
話
で
の
申
し
込
み
は
受
け
付
け

　

ま
せ
ん
。
定
員
を
超
え
た
場
合
は

　

キ
ャ
ン
セ
ル
待
ち
と
な
り
ま
す
。
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城
里
町
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画（
素
案
）に
関
す
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集
し
ま
す

町
職
員
人
事
異
動

【
６
月
１
日
付
（
　
）内
前
課
等
】

※

課
長
補
佐
級
以
上
の
み
掲
載

提
出
先
・
問
合
せ

　

財
務
課（
〒
３
１
１－

４
３
９
１

　
　

城
里
町
石
塚
１
４
２
８－

２
５
）

　

   

０
２
９̶

２
８
８̶

３
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　

（
内
線
２
３
６
）

　

   

０
２
９̶
２
８
８̶

２
０
６
５

　
　

 za
im
u
k
a
@
to
w
n
.sh
iro
s

　
　

 a
to
.lg
.jp

城
里
町
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画（
素
案
）に
関
す
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集
し
ま
す

犯
罪
被
害
者
支
援
に
ご
理
解

を
お
願
い
し
ま
す

相
　
　
談

問
合
せ　

（
公
社
）い
ば
ら
き
被
害

　

者
支
援
セ
ン
タ
ー
事
務
局

　

   

０
２
９̶
２
３
２̶

２
７
３
８

調
停
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

問
合
せ  

水
戸
調
停
協
会

　

   

０
７
０̶

１
５
７
０̶

５
９
３
１

　
本
町
で
は
、
公
共
施
設
や
イ
ン
フ

ラ
資
産
の
老
朽
化
、
人
口
減
少
等
に

対
応
す
る
た
め
、
公
共
施
設
等
の
適

正
か
つ
効
果
的
・
効
率
的
な
維
持
管

理
の
指
針
と
す
る
、「
城
里
町
公
共
施

設
等
総
合
管
理
計
画
」を
策
定
中
で
す
。

　

こ
の
た
び
素
案
が
ま
と
ま
り
ま
し

た
の
で
、
広
く
町
民
の
皆
さ
ま
の
ご

意
見
を
お
伺
い
す
る
た
め
、
次
の
と

お
り
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施

い
た
し
ま
す
。

■
募
集
内
容　

城
里
町
公
共
施
設
等

　

総
合
管
理
計
画
（
素
案
）

■
募
集
期
間　

　

７
月
20
日（
水
）〜
８
月
12
日（
金
）

※

郵
送
の
場
合
、
８
月
12
日
必
着

■
資
料
の
閲
覧
場
所　

　

財
務
課（
本
庁
舎
２
階
）、
桂
支
所
、

七
会
支
所
、
各
公
民
館（
常
北
、
桂
、

七
会
）、
桂
図
書
館
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（h
ttp
://w
w
w
.to
w
n
.sh
iro
sa

to
.lg
.jp

）で
閲
覧
で
き
ま
す
。

■
応
募
資
格　

次
の
①
〜
⑤
の
い
ず

　

れ
か
に
該
当
す
る
方
。

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方

②
町
内
に
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を
有

　

す
る
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体

③
町
内
に
所
在
す
る
事
業
所
ま
た
は

　

事
業
所
に
勤
務
す
る
方

④
町
内
に
所
在
す
る
学
校
に
在
学
す

　

る
方

⑤
町
税
の
納
税
者

■
応
募
方
法　

次
の
①
〜
④
の
い
ず

れ
か
の
方
法
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

①
郵
便　
　
　
　

②
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

③
電
子
メ
ー
ル　

④
持
参

■
注
意
事
項

　

個
人
の
場
合
は
氏
名
、
住
所
、
連

絡
先
を
、
法
人
ま
た
は
団
体
の
場
合

は
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
、
連
絡
先
を
明
記
の
う
え
、

財
務
課
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※

電
話
な
ど
口
頭
で
の
ご
意
見
は
、

　

お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

【
配
置
替
え
・
昇
任
等
】

■
ま
ち
づ
く
り
戦
略
課
／
参
事
兼
課

　
長
補
佐  

富
江
一
也（
物
産
セ
ン
タ

　
ー
山
桜
派
遣
）

日
　
時　

７
月
23
日（
土
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

場
　
所　

ひ
た
ち
な
か
市
総
合
福
祉

　

セ
ン
タ
ー
（
ひ
た
ち
な
か
市
西
大

　

島
３
丁
目
16－

１
）

相
談
内
容　

土
地
や
借
金
、
家
族
間

　

の
紛
争
な
ど

相
談
員　

民
事
・
家
事
調
停
委
員

　

（
弁
護
士
、不
動
産
鑑
定
士
、
税
理

　

士
な
ど
の
専
門
委
員
を
含
む
）

　

犯
罪
は
未
然
に
防
が
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。し
か
し
犯
罪
は
発
生
し
、

被
害
者
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
当
セ

ン
タ
ー
で
は
、
被
害
者
の
方
が
抱
え

る
問
題
を
一
緒
に
考
え
、
平
穏
な
生

活
を
取
り
戻
せ
る
よ
う
支
援
し
て
い

ま
す
。
犯
罪
被
害
者
へ
の
ご
理
解
を

お
願
い
し
ま
す
。

相
談
電
話

　

〇
犯
罪
被
害
電
話

　
　

☎
０
２
９－

２
３
２－

２
７
３
８

　

〇
性
暴
力
被
害
相
談

　
　

☎
０
２
９－

３
５
０－

２
０
０
１
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